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１．事業概要 ～計画概要、位置～
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（１）計画概要

（２）位 置 北海道札幌市

この計画は、札幌市内に所在する北海道農政事務所（本所）、北海道農政事務所（白石庁舎）及び北海道運輸局の

２官署、３施設を集約し、札幌市内の国有地に札幌第４地方合同庁舎として建替を行うものである。

現在、北海道農政事務所（本所）が入居する民間ビル及び白石庁舎は、災害応急対策活動に必要な耐震性能を有

していないとともに、分散により業務に支障をきたしている状況である。

また、北海道運輸局が入居する札幌第２地方合同庁舎は、災害応急対策活動に必要な耐震性能を有していないと

ともに、業務量の増大や、組織改編による集約化等により著しい狭隘状況が生じている。

これらの状況を改善するため、災害への対応拠点となる新庁舎を整備する必要がある。

札幌市

札幌市役所

北海道庁

札幌第４地方合同庁舎
（建設予定地）

北海道農政事務所
（白石庁舎）

北海道農政事務所
（本所：民間ビル）

N

1,000m

北海道運輸局
（札幌第２地方合同庁舎）



１．事業概要 ～新庁舎の概要～

敷 地 ： 北海道札幌市中央区北２条西19丁目 約１２，９００ ㎡

建 物 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階建て、 延べ面積：約１４，２００ ㎡

総事業費 ： 約７２億円

事業期間 ： 令和３年度～ 令和７年度

（３）新庁舎の概要

2 配置計画図
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１．事業概要 ～現庁舎の概要～
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（４） 現庁舎の概要

１）エムズ南２２ビル（民間ビル）

２）北海道農政事務所（白石庁舎）

【入居官署】※ 北海道農政事務所（本所）

建 設 ： 平成７年 （ 築２５年 ）

敷 地 ： 北海道札幌市中央区南２２条西６丁目２番２２号

建 物 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上５階地下１階建て

借用面積：３，４４１㎡

【入居官署】 北海道農政事務所（消費・安全部、統計部の一部）

建 設 ： 昭和５６年 （ 築３９年 ）

敷 地 ： 北海道札幌市白石区平和通２丁目北２１番５

建 物 ： 鉄筋コンクリート造 地上２階

延べ面積８２７㎡

※今回合同庁舎計画における入居予定官署のみを示している

３）札幌第２地方合同庁舎

【入居官署】※ 北海道運輸局

建 設 ： 昭和４３年 （ 築５２年 ）

敷 地 ： 北海道札幌市中央区大通西１０丁目

建 物 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上９階地下１階建て

延べ面積１７，４８５㎡



１．事業概要 ～入居官署の業務概要～
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（５） 入居官署の業務概要

・ 国土交通省の地方支分部局の一つであり、広域的・基本的な公共交通計画の策定、国際

観光・広域観光施策の企画立案、地域における公共交通、事業振興等の施策の企画立案、

鉄道の安全確保に関する業務、自動車の安全確保に関する業務、海事関係の安全確保

に関する業務などを行っており、管轄区域は北海道の全域である。

・ 農林水産省の地方支分部局の一つであり、食料・農業・農村に関する施策の普及・地域の

実態の把握、食の安全と消費者の信頼の確保、主要食糧業務の実施、食品産業行政の

推進、生産及び経営を通じた農業施策の一体的な推進、統計の作成及び提供等に関する

業務を行っており、管轄区域は北海道の全域である。

１） 北海道農政事務所

２） 北海道運輸局



２．事業計画の必要性 ～評点の算出～
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○各官署の評点の算出
①老朽、②狭あい、③借用返還、④分散、⑤地域連携、⑥立地条件の不良、⑦防災機能に係る施設の不備、
⑧施設の不備及び⑨法令等の項目で評価を行う。

（注） 現存率は、建物の老朽度を示す指標で、建築物の新築時を100%とする。
（注）面積率は狭あいの状況を示す指標であり、計画の必要性を評価する際に限り用いる。

必要延べ面積に対する現有延べ面積の充足率である。

計画理由 評点 施設の状況 必要性の評点 １２４点

１） 北海道農政事務所（２施設）の評点 ： １２４点

（１） 評点の算出

７

４

１００

従要素×０．１

④ 分散 ８０ 相互距離7.0km程度の位置に部署が分散 ８

③ 借用返還 ５０ 速やかに返還すべきもの（本所） ５

② 狭あい ７０ 面積率 ０．６２

主要素×１．０⑦
防災機能に係
る施設の不備

１００※ 建築設備、構造体の耐震性能不足

加算

※下線は主要素を示す。

⑤ 地域連携 ４ 地域防災への貢献



２．事業計画の必要性 ～評点の算出～
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（１） 評点の算出

２）北海道運輸局の評点 ： １１４点

⑤ 地域連携

１００

従要素×０．１② 狭あい １００ 面積率 ０．４９ １０

計画理由 評点 施設の状況 必要性の評点 １１４点

４ 地域防災への貢献

⑦
防災機能に係
る施設の不備

１００※ 構造体の耐震性能不足 1.28／1.50

※下線は主要素を示す。

加算 ４

主要素×１．０

○事業計画の必要性の評点 ： １２８ 点 ≧ １００点

各官署の評点の面積荷重平均（Σ（（Ａ）＋（Ｂ））） １１８点

合計（事業計画の必要性の評点） １２８点 ≧ １００点

合同庁舎計画に基づくもの （加算） １０点

○各官署の評点の面積加重平均の算出

各官署の評点
（Ａ）

計画面積（専有）
割合（Ｂ）

（Ａ）×（Ｂ）入居予定官署

１２４点 ４９．０％ ６０．８点北海道農政事務所

１１４点 ５１．０％ ５８．１点北海道運輸局

各官署の評点の面積荷重平均（Σ（（Ａ）＋（Ｂ））） １１８．９点



２．事業計画の必要性 ～防災機能に係る施設の不備～

（２） 防災機能に係る施設の不備について

・ 評価値 ： １．２８

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性は低いが、要求される機能

が確保出来ないおそれがある。

○建築設備、構造体の耐震性能不足 ： 北海道農政事務所

耐震安全性の目標

・評価値 ： １．５０

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築

物を使用できることを目標とし、人命の安全確保

に加えて災害応急対策活動等のための十分な

機能確保が図られるものとする。

耐震安全性の評価

＜
不足

7

北海道農政事務所（本所）

災害応急対策活動に必要となる電力等が確

保されていないため、大地震動後における設

備機能の確保に支障が生ずるおそれがある。

北海道農政事務所（白石庁舎）

・ 評価値 ： １．２８（白石庁舎）

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性は低いが、要求される機能

が確保出来ないおそれがある。

耐震安全性の目標

北海道農政事務所（本所）

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の

防止が図られているとともに、大きな補修をする

ことなく、必要な設備機能を相当期間継続できる

ことを目標とする。

北海道農政事務所（白石庁舎）

・評価値 ： １．５０

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築

物を使用できることを目標とし、人命の安全確保

に加えて災害応急対策活動等のための十分な

機能確保が図られるものとする。

耐震安全性の評価

＜
不足

○構造体の耐震性能不足 ： 北海道運輸局



２．事業計画の必要性 ～現庁舎の狭あい状況～
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２）北海道運輸局の面積率 ： ０．４９

（３） 現庁舎の狭あい状況

事務室 ： 事務室が狭隘で通路が不足している
会議室：スペース不足から会議室を書庫・倉庫のほか

ロッカー室として使用している

１）北海道農政事務所の面積率 ： ０．６２

事務室 ：事務室が狭隘で打合せスペースが不足している
倉庫：物品・書類・消耗品などを保管しているが、

スペースが不足しており通路まで溢れている



２．事業計画の必要性 ～現庁舎の借用返還・分散状況～
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（４） 借用返還

１）北海道農政事務所（本所）

・民間ビル及び駐車場を賃借しており、年間約 ９１，０００千円の賃料を支払っている

（５） 分散状況

１）北海道農政事務所（本所・白石庁舎）

北海道農政事務所
（本所）

北海道農政事務所
（白石庁舎）

建設予定地

平成23年度の組織改編により、本所庁
舎に空き床がなかったことから、現在の
庁舎分散の状況となった。しかしながら、
重要書類の搬送や各種打合せのため、
官用車を利用した往来が週２回以上発
生しており、業務の支障となっている。



・新庁舎の整備促進、地域防災拠点として整備を求める北海道（令和２年３月）
及び札幌市（令和２年６月）からの要望有り。

・災害時の一時避難場所（帰宅困難者受け入れ等）機能を確保

10

札幌市役所

札幌第３地方合同

札幌第４地方合同

北海道庁

札幌第１地方合同

N

防災官署位置図

携帯電話の充電（イメージ）

マンホールトイレ（イメージ）

災害時の一時避難機能

２．事業計画の必要性 ～地域連携～

札幌開発建設部

札幌管区気象台

札幌中央区役所

（６） 地域連携



３．事業計画の合理性

○事業計画の合理性の評点 ： １００ 点 ＝ １００点

差し替え

Ａ．事業案の総費用 （千円）

１．初期費用

5,829,304
361,820企画設計費

198,510解体費

6,389,634

２．維持修繕費

1,218,710修繕費

1,347,931保全費

425,963水道光熱費

2,992,604
9,222,194

744,761

Ｂ．代替案の総費用 （千円）

建設費

１．初期費用

２．維持修繕費

３．土地の占有に係る機会費用

４．法人税等

6,079,200
357,031
113,878

1,170,680
1,730,428

452,874
－

6,550,109

3,353,982
9,725,284

－954,137

企画設計費

解体費

修繕費

保全費

賃料

増築・改築費

水道光熱費

合 計

合 計

775,330

３．土地の占有に係る機会費用

４．法人税等 －904,805

（注１）

庁舎建設期間と維持

管理期間を評価対象

として、現在価値化

した金額である。

（注２）

端数処理の関係から

合計値が異なる場合

がある。

【代替案の概要】

北海道運輸局
→耐震＋増築

北海道農政事務所
→建替
管轄内に必要面積に対応す
るⅠ類の賃借施設等は存在し
ないことから、賃借によること
は困難。
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同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、事業案の方が経済的であると
評価される。



４．事業計画の効果 ～評点の算出～

○事業計画の効果（ Ｂ１： 業務を行うための基本機能 ） の評点 ： １２１ 点 ≧ １００点

イ位置

分 類 項 目 係数 評価の根拠

①用地の取得・借用

②災害防止・環境保全

１．１ 国として用地を保有

１．０
自然的条件からみて災害防止・環境保全上
の支障は全て技術的に解消できる見込み

③アクセスの確保 １．１ 施設へのアクセスは良好

④都市計画その他の土地利用に関する
計画との整合性

⑤敷地形状等

１．０

１．０

都市計画その他の土地利用に関する計画と
整合

敷地形状及び接道状況が適切

ハ構造

イ ①×②×③×④×⑤ 計

ロ ①×② 計

ハ 計

①建築物の規模

事業計画の効果の評点
イ×ロ×ハ×１００

１．２１

１．０

１．０

１２１点

１．０

１．０

業務内容等に応じ、適切な規模を設定

ロ規模
②敷地の規模 １．０

建築物の規模及び業務内容等に応じ、適切
な規模を設定

執務に必要な空間及び機能が適切に確保さ
れる見込み

機能性 （ 業務を行うための基本機能 ）

12



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能の発揮見込み～

○事業計画の効果（ Ｂ２： 施策に基づく付加機能 ）

分類 評価項目 確保する性能の水準 主な計画内容及び期待できる効果

社会性 地域性

官庁施設の基本的性能基準に基づき、
地域の特性とともに、地域の活性化
等地域社会への貢献について配慮さ
れている。

■地域の防災へ貢献するため、災害時の一時避難場所としての機能を確保する計画で

ある。

⇒地域社会に配慮した計画であり、地域性の効果が期待できる。

環境
保全性

環境保全
性

官庁施設の環境保全性基準に基づき、
特定事務庁舎を新築する場合の水準
を満たしている。

■建築環境総合評価システム（CASBEE）による建築物の環境効率（ＢＥＥ値）≧1.5の

計画である。

・水資源の有効利用を図るため、雨水利用設備を設置する計画である。

■BEI(※1) ≦ ０．９ の計画である。

・躯体又は開口部を通した熱負荷の低減を図るため、高断熱、高気密となる材料・構法を採

用する計画である。

⇒環境負荷の低減等に配慮した計画であり、環境保全性の効果が期待できる。

木材利用
促進

公共建築物における木材の利用の促
進のための計画に基づき、木造化、
内装等の木質化が図られている。

■国民の目に触れる機会が多いと考えられる部分の内装等の木質化を図る計画である。

⇒木材利用に配慮した計画であり、木材利用促進の効果が期待できる。

機能性
ユニバー
サルデザ
イン

官庁施設のユニバーサルデザインに
関する基準に基づき、不特定かつ多
数の人が利用する施設については、
建築物移動等円滑化誘導基準を満た
している。

■建築物移動等円滑化誘導基準に適合する計画である。

⇒施設の円滑な利用に配慮した計画であり、ユニバーサルデザインの効果が期待でき

る。

安全性 防災性

官庁施設の総合耐震・対津波計画基
準に基づき、大地震動後、構造体の
補修をすることなく建築物を使用で
きることを目標とし、人命の安全確
保に加えて災害応急対策活動等のた
めの十分な機能確保が図られている。

■構造体の耐震安全性の目標をⅠ類（地震力に対する各階の必要保有水平耐力を1.5倍

相当）とする計画である。

■大地震動後のライフライン途絶時における業務継続のための特別な対策を行う計画

である。

⇒地震等に対する安全性に配慮した計画であり、防災性の効果が期待できる。

施策に基づく機能が付加され、事業の効果の発揮が期待できる計画となっている。

※1：建築物省エネ法の一次エネルギー消費量に関する指標で、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消
費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいう。

13



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能～

14

環境負荷低減に配慮した官庁施設のイメージ

（２） 環境保全性

１） 環境保全性

・官庁施設の環境保全性基準に基づいた取組

（１） 社会性

地域性

・災害時の一時避難場所機能（帰宅困難者受け入れ等）を確保

一時避難場所



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能～

15
※写真はイメージ

庁舎内装等への木材利用

階段への二段手すりの
設置や注意喚起表示

多様な利用者に配慮した
多機能トイレの整備

（３） 機能性

ユニバーサルデザイン

２）木材利用促進 （４） 安全性

防災性

建築設備の防災対策イメージ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ活動拠点室等

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ

災害対策室

燃料タンク

自家発電設備

受水タンク

燃料タンク 燃料タンク

自家発電

建物導入部の変位吸収措置

水の備蓄

燃料の備蓄

自家発電設備の設置
（水損被害を受け難い場所）

排水ポンプ

２台設置
（バックアップ）

排水槽 雑用水槽



５．評価（案）
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１２８ 点 ≧ １００点事業計画の必要性

１００ 点 ＝ １００点事業計画の合理性

１２１ 点 ≧ １００点事業計画の効果

以上より、新規事業化が妥当である。


